
サイズ

色

（表面） （裏面）

裏表紙

（内側） （裏表紙）

「障害者福祉の手引き」広告掲載要項

　　　　　「障害者福祉の手引き」に掲載する広告を募集します。ご希望の方は、下記を

　　　　　ご参照の上お申し込みください。

【１】広告媒体について

種類

名称

規格

発行時期

発行部数

発行元

配布対象

配布方法

その他（写真・イメージ）

印刷物

障害者福祉の手引き

Ａ４判

単色（黒）

令和８年３月下旬（予定）

2,500冊

民生局福祉こども部障害福祉課

障害者及び障害者施設等

手帳交付時、希望者に配布及び市のホームページに掲載

④

⑤

①

②

表表紙

③



【２】掲載広告について

サイズ Ａ４判

色 単色（黒）

枠数 ５枠

その他

各枠　10,000円（税込み）以上の額をご提示ください。

広告掲載料には、広告作成費（デザイン料）は含みません。

広告中に「広告」である旨の表示をしてください。

広告の欄外に次の文章が入ります。

「広告内容に関する質問等は、広告スポンサーにお問い合わせください。（本市

の業務と広告スポンサーとは直接関係ありません）」

①　広告原稿媒体（紙）黒１色で作成

②　完全データ

　ア　Wordで黒１色で作成したもの

　イ　イラスト・ロゴマークは高解像度白黒tiffファイル保存

　　　（デジカメで低解像度（72ｄｐｉ）で撮影したものは不可）

　ウ　一部文字入力の場合

　　　画像（イラスト・ロゴマーク）以外の文字を一般的な書体（明朝・ｺﾞｼｯｸ）

      で入力することも可能です。

①表紙裏（上）　②表紙裏（下）
掲載位置

③裏表紙内側（上）　④裏表紙内側（下）　⑤裏表紙（上）の５枠

【４】留意事項

その他

【３】掲載広告の決定方法

本市広告審査委員会にて広告内容等を審査のうえ、各枠とも最も高い広告掲載料を提示したものに

決定します。ただし、同額の場合は抽選にて決定します。

掲載期間

広告主および広告掲載内容に制限があります。詳しくは、横須賀市広告掲載

要綱第３条および広告掲載基準をご覧ください。

令和８年３月末からおおむね１年間

＊広告審査委員会の審査決定後における広告内容の変更はできませんのでご注意ください。

規格

広告掲載の制限



横須賀市広告掲載要綱第１５条をご覧ください。

横須賀市税調査に関する承諾書

広告原稿案（紙又はデータ）

申し込み者の業務内容がわかる書類

令和７年１２月２３日（火）

下記申し込み先へ、郵送、メール又は直接持参してください。

お申し込み／お問い合わせ先

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課総務係

〒238-8550

横須賀市小川町11番地

電話　046-822-9839

ＦＡＸ　046-825-6040

E-mail hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp

広告原稿の入稿

その他

別途指定します。（3月上旬を予定）

広告掲載料の納入方
法

別途指定する期日までに一括納入してください。

広告主の責務

広告掲載料のほか、広告制作に係る費用については、別途ご負担いただき

ます。

広告掲載申込書（必要事項を記入してください）

【５】申し込み方法

必要書類

締め切り

結果のお知らせ 決定者のみに、令和８年２月２４日（火）までに郵送にて決定通知を送付します。

注意事項


